
18− −

（令6.3.5　厚生労働省告示第57号）
区　　　　分 点数（点） 注　　　　釈

E201
非放射性キセノン脳血流動態検査 2,000

注　�非放射性キセノン吸入手技料及び同時に行うコンピューター断層撮影に係る費用は所定点数に
含まれるものとする。
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